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令和２年度石狩圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会（第１回）議事概要 

 

１ 開催日時 

令和２年（２０２０年）１０月８日（木）１０：００～１２：００    

２ 開催場所 

道庁別館５階石狩振興局大会議室（札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館） 

３ 議題 

（１） 北海道障がい者条例の概要等について 

（２） 障害者差別解消法について 

（３） 令和元年度（2019 年度）相談実績・令和２年度（2020 年度）上期実績について 

（４） 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部における審議結果について 

（５） 地域づくり推進員の職務代理について 

（６） その他 

４ 出席者 

  今田推進員 

  委 員：牧野委員、泉委員、南部委員、野田委員、清水委員 

  事務局：社会福祉課長、主査（地域福祉）、地域福祉係専門主任、 

地域づくりコーディネーター２名 

５ 開催内容（概要） 

（１） 北海道障がい者条例の概要等について 

事務局から資料１－０～資料１－５に沿って説明。質疑意見等なし。 

（２） 障害者差別解消法について 

事務局から資料２に沿って説明。質疑意見等なし。 

（３） 令和元年度（2019 年度）相談実績・令和２年度（2020 年度）上期実績について 

事務局から資料３に沿って説明。（資料当日配付、当日回収） 

・令和元年度相談案件：７件 

※委員会への申立：希望なし４件、希望あり３件（協議等申立書、パンフレット送付） 

・令和２年度上期相談案件：２件 

 ※委員会への申立：希望なし１件、希望あり１件（協議等申立書、パンフレット送付） 

（４） 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部における審議結果について 

・事務局から資料４に沿って説明。（資料当日配付、当日回収） 

・平成２８年１２月開催の本委員会で協議したＪＲ北海道に係る協議申立について、地域

づくり推進本部に審議を求めていたところ、令和２年３月１８日付けで推進員あてに審

議結果が通知された。 

・ボランティア活用の件、ホームページに表示のない時間帯の対応等、前向きな検討をお

願いしたい旨、道障害者保健福祉課に意見を伝える。 

（５） 地域づくり推進員の職務代理について 

・事務局から次のとおり説明。 

条例施行規則第１７条「地域づくり推進員の職務代理」では、地域づくり推進員に事故

がある時などは、地域づくり推進員があらかじめ指名する委員が、地域づくり推進員の

職務を代理する旨規定されている。 

・今田推進員から、泉委員を指名。泉委員の承諾を得た。 
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（６） その他 

・事務局から次のとおり説明。 

      令和２年度地域づくり推進員等研修については、新型コロナウイルス感染症予防対策の

観点から書面開催となった。他の振興局における地域づくり委員会の取組を紹介。 

今年度、本委員会で北海道運輸局担当者からの取組等紹介を予定していたが、コロナ渦で 

時間の制約等あり、開催は難しい。来年度以降、再調整を行う予定。 

・次回委員会については、１月上旬の予定。別途日程を確認させていただく。 

  


